
⑸　使用期間の満了又は使用を廃止した時は、原形に復し土地改良区の検査を受ける事。
⑹　使用料は別に発行する納入通知書により毎年度納入する事。
⑺　使用承認期間満了後継続して使用しようとする時は、期間満了一ヵ月前までに期間更新の
　申請をする事。

※　太枠内は記入しないでください。

⑴　使用者は工作物を設置した時は、土地改良区の検査を受ける事。
⑵　使用権を他に転貸又は譲渡しようとする時は、土地改良区の承認を受ける事。
⑶　道水路管理上その他必要があると認めた時は、使用承認の取消し若しくは内容の変更又は
　除却等を命ずる事がある。
⑷　当核施設の使用を廃止しようとする時は、土地改良区に届け出る事。

記

1.使  用  期  間　　申請書記載のとおり

2.使用面積(数量）　 申請書記載のとおり

3.使    用    料　  年額                　円　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

4.許  可  条  件

土地改良施設他目的使用承認書

魚土発第　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

上記土地改良施設他目的使用申請について、下記のとおり承認します。

　　　　　　　　        　                      　　 魚沼市土地改良区理事長　　

添 付 書 類  ⑴ 位置図及び付近の見取図　　　⑵ 施工工作物の構造図

そ の 他

当該施設管理者記入欄
　上記申請について確認済

代表者　氏名　　　　　　　　　　　　　印

使用施設の所在及び名称 　　

使 用 期 間  承認の日から　令和　　年　　月　　日まで　５ 年間

使 用 面 積 （ 数 量 ） ㎡　　　　

　　　　　電話　 　    （　  　　） 　    番

　次のとおり土地改良施設他目的使用の承認を受けたいので、魚沼市土地改良区土地改
良施設他目的使用規程第３条により申請します。

記

使用の目的及び利用計画

土地改良施設他目的使用申請書

令和　 　年　　月　　日

魚沼市土地改良区理事長　様

　申請者　住所

　　　　　氏名　　               　     　印


